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法定外公共物とは・・・

法定外公共物占用料金の主なもの
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法定外公共物（道路、水路）を占用する場合には許可が必要です法定外公共物（道路、水路）を占用する場合には許可が必要です

　武雄市では平成19年度より法定外公共物の占用料を、新武雄市での統一された料金で納めていた

だくこととなります。

　道や川などは法律によって管理等を定められてありますが、法律が適用されない道路、水路など

が数多く私たちの身の回りにはあります。これをを「法定外公共物」と呼んでいます。

　主な占用物件の例としては、宅地等の入口において、水路等に橋を架けて進入をされている場合、

水路に排水管などを設置されている場合等があります。

　申請の手続き等のお問い合わせにつきましては、市役所本庁建設課管理係（23-9330）、

山内支所建設課管理係（45-2909）、北方支所建設課管理係（36-6024）までご連絡

ください。

　「法定外公共物」は市の財産であり、個人で勝手に橋を架けたり、土地の形を変えたりすること

はできません。必要な場合は、武雄市長の許可が必要になります。また、道路と水路では占用料金

も異なりますので、本庁・各支所に工事着手前にご相談ください。

　旧武雄市、山内町、北方町で許可を受けられていた方はそのまま新武雄市に許可内容が引き継がれ

ます。また条例により法定外公共物を占用する場合は許可を受けていただくように定められておりま

す。許可を受けられていない方につきましては、申請をしていただきますようにお願いします。
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